
第３ 空家等対策の基本的な方針と目標

方針２．安全・安心なまちづくりの観
点から、特定空家等対策を重
点課題として取り組む。

方針３．空家等の活用を促進し、地域
の活性化やまちの魅力向上に
繋げる。

方針１．区役所を拠点として、地域や
専門家団体等と多様な連携を
図り、空家等対策に取り組む。

１．基本的な方針

• 特定空家等による周辺環境への影響
のほか、空家の増加は、コミュニ
ティの衰退やまちの魅力の低下な
ど、地域課題の要因となる。

• そこで、利用可能な空家等を地域資
源と捉え、区役所等と地域で連携
し、まちづくりの一環として空家等
を活用した地域活性化に取り組み、
まちの魅力向上に繋げる。

• また、空家等の活用や流通を促進す
るため、専門家団体等とも連携しな
がら、空家等の適切な維持管理に向
けた普及啓発や、既存ストックの質
の向上に資する改修等の支援に取り
組む。

• 周辺の生活環境に悪影響を及ぼし、早
急な対応が求められている特定空家等
への対策を重点課題と位置づける。

• 空家等は所有者等に管理責任があるこ
とから、所有者等が特定空家等の発生
を未然に防ぐこと、主体的に改善を行
うことを基本とする。

• 地域・専門家団体等と連携しながら空
家等の適切な維持管理や権利関係の整
理の重要性を広く周知・啓発する。

• 個々の特定空家等に対しては、所有者
等の特定に重点的に取り組み、段階的
に指導を強化し、自主的な改善を促
す。それでも改善が見られず特に必要
であると認められるときには処分（命
令・代執行）による是正措置を行う。

• 空家等対策は、住民や地域、専門家団
体等との連携や、空家所有者等の状況
に応じたきめ細やかな対応が必要であ
るため、ニア・イズ・ベターの視点か
ら、関係局と連携し、区長マネジメン
トの下で、より地域・住民に近い区役
所が拠点となって、多様な連携を図り
ながらその対策に取り組む。

• 本計画の内容を踏まえ、各区役所にお
いても区内の空家等の実態や対策の必
要性等を勘案し、空家等対策に係るア
クションプラン等の策定に努める。



策定済み 24区
・運営方針 ４区（天王寺区、西淀川区、生野区、西成区）

・アクションプラン 20区（上記４区以外）

アクションプラン等の策定状況

【大阪市空家等対策計画（第2期）の進捗】



西成区の運営方針（抜粋） 阿倍野区のアクションプラン（抜粋）

（省略）



・空家等対策の基本的な方針を踏まえ、空家等対策を計画的・効果的に推進し、その達成状況を測定するため、
成果指標として次のとおり目標を設定する。

２．空家等対策の目標

指標 目標値

１．特定空家等の件数
増加を抑制（令和７年度900件未満）

（平成28年３月から令和２年３月で約360件から約910件に増加）

２．特定空家等の解体や補修等による
是正件数

年間300件以上
（平成28年度から令和元年度4年間の平均是正件数約300件）

３．今後５年程度の空家の活用意向がある
所有者の割合

９割以上を維持（令和7年度）
（平成28年 84.5％ →令和2年 90.9％大阪市調べ）

令和３年９月末時点の状況
・目標１ 特定空家等の件数 ➡ 874 件 （900件未満を達成）
・目標２ 特定空家等の解体や補修等による是正件数 ➡ 175 件（年間300件以上を達成見込み）
・目標３ ―（※次回調査は令和４年度）



特定空家等の状況について（令和３年９月末時点の累計）

・平成30年度は地震・台風によって、通報件数が急増しています。
・平成31年３月末以降は、通報件数は増えているが、是正が進んだことから、未是正件数は緩やかな減少傾向がみられます。
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通報件数

平成28･29年度 ：毎年約300件
平成 30年度 ：約800件
令和 元年度 ：約400件
令和 ２年度 ：約300件

是正件数

平成28･29年度 ：毎年約200件
平成 30年度 ：約400件
令和 元年度 ：約500件
令和 ２年度 ：約400件

未是正件数

平成28･29年度 ：毎年約100件増加
平成 30年度 ：約400件増加
令和 元年度 ：約 70件減少
令和 ２年度 ：約 80件減少



区別の是正状況（令和３年９月末時点の累計）

・通報及び是正件数の多い区は、生野区・阿倍野区・淀川区となっています。



分野別の是正状況（令和３年９月末時点の累計）

・通報件数の割合は、危険度１が多く、次に保安上危険以外になっています。
・保安上危険以外の分野の是正の割合が高くなっています。



特定空家等の経過年数について

各年度受付の特定空家等の是正による件数の減少に
ついて

 平成27年度以前に建築基準法に基づき指導を

行っていた老朽危険家屋の内、住家や一部居住

長屋など使用されているものを除く、365件に
ついて空家法（平成28年）に引き継がれました。

その１年後には７割、２年後には６割、３年後

には４割、４年後に３割と是正によって減少し
ています。

 平成２８年度以降、空家法の対象として各年度

で通報等を受けた特定空家等は、その年度末に
は、３割が解決し、７割となり、その後１年で

４〜５割、２年で３〜４割、３年で2割になって

います。
 年数の経過に伴い、是正割合は下がるものの、

一定の割合で是正が進んでいることが分かる。
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